
　　ノ

ノ
翫弼署…齢ノ司弓一7項ζ言じ 200轟　 ら月　 4…3（ホ）　工6P’ミヲ9　　　　　　P　 O2－02

　　　　　甲第／3号証
　　　　　　　平戒巧年6月4目

　　　　　　　総　　務　　局

住民基本台帳ネットワークシステムに関する杉並区長発言について

　本日、杉並区の山田区長が住民基本台帳ネットワークシステムに関し発言

したことに対し、東京都の住基ネットシステム総括責任者である総務局長は
下1記あとおり、コメントしました。

記

（総務局長コメント）

　杉並区長が表朋した横浜市と同ε参加方式は、住民全員が参加した段階

では適法ですが、それより前の段階においては依然としヤ住民基本台帳法

に違反しています．

　同方式は、横浜市民全員の住民票コードを住民票に記載した上で、あく

までも、住民基本台帳ネットワークシステムに全員参加することを前提と

して総務省が認めた特例措置です．

　都としては、遠やかに全員参加できるよう、その時期を区長が明示し確

約した上でなければ、区長が提案した方式への爵応はできません。

　このまま住基ネットに速やかに全面参加しない場合には、法的拘束力の

ある地方自治法第245条の5の規定による是正の要求について、総務省

と調整を進めていきます．
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